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１ 調査方法 

新たに確立した千葉 H20-M15DNA 分析法により、ニホンザル生息域内の全９市町

（市原市、勝浦市、大多喜町、鴨川市、南房総市（旧富山町）、鋸南町、木更津市、

君津市、富津市）を対象に、平成８年度から平成２３年度の間に採取された尾等、

２，９４２検体（個体）を検査した。 

 

２ 結果 

平成８年度から平成１８年度の間に捕獲された検体（個体）に交雑と判定され

た個体はなく、平成１９年度以降に捕獲された検体（個体）から交雑が見つかっ

た。 

交雑個体が確認された市町は勝浦市、大多喜町、鴨川市、鋸南町、木更津市、

君津市の６市町（捕獲場所不明１検体含む）であり、計３８個体が交雑と判定さ

れた。 

分析が可能であった２，３６２検体（個体）に占める交雑個体の率は１．６％

であった（以下、交雑率と言う）が、交雑率が年々高くなっている状況は確認で

きなかった。 

  

３ 考察 

県内のニホンザル生息域内では、交雑が広範囲で発生しており、交雑メスも見

つかっているため、アカゲザル生息域からアカゲザルオス及び交雑オスが流入し

なくとも、ニホンザル生息域内で交雑が再生産される段階に達している可能性が

高い。 

今回の調査結果を踏まえ、群れごとの交雑状況の把握、捕獲を含めた交雑対策

の具体的手法及び農業被害対策と交雑対策の進め方の検討、群れ管理の確立、検

査方法の改善及び科学的モニタリング体制の確立が今後の課題となる。 


